
通所介護事業の経営に及ぼした介護保険制度改正の影響

忍 正 人※

１ 研究の目的

介護保険の総費用は，平成１２年度は３．６兆

円から平成１７年度予算額で６．８兆円と約２倍

に伸び，この５年間で要介護認定を受けた人

は，１９３万人に増加している（伸び率８８％）。

これに，比例して，平成１２年４月の在宅サー

ビス利用者数は９７万人，平成１７年４月の在宅

サービス利用者数は２５１万人と５年で２．５倍と

なっている�。

同様に５年内の要介護度別の伸び率を比較

すると要支援と要介護度１を足した伸び率が

１３８％と全体の８８％と比べて高くなっている。

そのような中で，厚生労働省は，要介護状

態になる原因として，特に軽度の要介護の場

合は，廃用症候群に関連する現疾患が多いた

め，それを予防する対策が必要であるとの認

識を持った。そこで認定者が大きく増えた軽

度の要介護者に対して，介護状態を維持・軽

減するための介護予防事業を新設することを

主な目的とした介護保険制度の改正を平成１８

年４月に行った�。

また，現行制度のままでの介護保険料の試

算は，厚生労働省によると，２期（平成１５年

度～１７年度）が３，２９８円であるが，第３期（平

成１８年度～２０年度）では，４，３００円と試算し

ている�。このような状況を踏まえ介護保険

制度の改革（介護予防事業の新設）のもうひ

とつの目的としては，介護保険の総費用を抑

えることがある。

本研究では，この介護保険制度の改正によ

り通所介護事業の経営の状況については，減

益になると予想される。そこで，通所介護事

業の利用者人数と介護報酬，介護予防事業収

入を中心に調査分析し，経営状況の実際とそ

のことが利用者に及ぼす影響について明らか

にすることを目的とした。

平成１８年度の改正であるが，介護保険事業

の経過的要介護の認定調査終了期間が平成１８

年９月から平成１９年３月までと半年延長した

こともあり，介護予防事業における通所介護

事業の経営状況の先行研究及び調査研究につ

いては，まだ実施されていない状況であり，

その意味からも本研究は，これからの研究の

参考になると考えている。

２ 研 究 方 法

介護保険改正（介護予防事業の創設）によ

る通所介護事業所の経営の影響について，下

記事業所（表１）６箇所に対して面接調査を

行った。

６箇所の選出方法については，第一条件と

して，当該市町村において，平成１８年４月か

ら介護予防サービスを開始していることが必
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表１ 調査を実施した通所介護事業所とその所在市町村の概要

施設名 人 口 併設・単独 定員 設立年 市町村 人 口
市区町村
内デイ数

Ａ １万人未満 養護併設 ２４ 平成４年 Ａ町 １万人未満 １

Ｄ １万人未満 特別養護併設 １５ 平成７年 Ｄ村 １万人未満 １

Ｃ １万人～５万人 社協単独 ３０ 平成８年 Ｃ町 １万人～５万人 ５

Ｅ １万～５万人 社協単独 ３５ 平成４年 Ｅ市 １万～５万人 ３

Ｂ ５万人以上 社協単独 ３０ 平成６年 Ｂ市 ５万人以上 ４

Ｆ ５万人以上 特別養護併設 ４０ 平成６年 Ｆ区 ５万人以上 ７

ず必要であった。介護予防事業については，３

年間の猶予期間があり，すべての市町村が平

成１８年４月から実施したわけではないからで

ある。次に，平成１２年以前から通所介護事業

を実施しているところとした。この理由とし

ては，平成１２年以降に実施している通所介護

事業所は，すでに，ソフト，ハードとも介護

保険制度に合わせた設計となっているため，

その変化がとらえづらいと考えたからである。

さらに，人口規模で１０，０００人未満，１０，０００人

から５０，０００人未満，５０，０００人以上の各２箇所

の計６箇所を調査箇所とした。これは，人口

規模による経営の状況について比較するため

である。

また，面接調査は，通所介護担当者だけで

はなく，経理担当者にも面接調査を行った。

経営の中の特に経費（人件費）削減，につい

ては，通所介護担当者ではなく，経理部門の

職員が把握しているためである。以上のこと

から，下記の６箇所に調査を実施した。

３ 分析データと分析手順

平成１８年４月から介護予防事業が開始され

た。要支援者，要介護１の認定者については，

当初は介護予防への移行の期限が９月までで

あった。しかし，半年では経過的要介護（従

来の要支援者）の認定が間に合わず，国が期

限を半年延ばしたために，経過的要介護が解

消されるのに平成１８年度末（平成１９年３月）

まで時間を要した。

そのために，当初は平成１７年度の９月から

の介護予防事業がない状態と平成１８年度後半

（９月から）の介護予防事業にすべての利用

者が移行したあとのデータの比較をする予定

であったが，経過的要介護が解消されるのに

平成１８年度末までかかったために，平成１９年

４月からのデータで初めて，介護予防事業の

収支が明らかとなった。このため，平成１７

年，１８年，１９年の４月から１２月のデータ（介

護報酬，介護予防収入，利用人数，職員人員

等）を比較し検証を実施した。（１月から３

月は降雪量の関係で利用人数が左右されるた

め１２月までとした）

分析するデータは以下の項目を分析する。

� 通所介護予防事業（以下介護予防事業）

の報酬単価と通所介護保険事業（以下介

護保険事業）の報酬単価の比較

� 介護保険事業利用者と介護予防事業利

用者の年度別推移

� 通所介護事業の一人当たりの単価の年
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度別推移

� 通所介護事業の支出

� 人件費の削減状況

� その他の課題

� 介護予防事業の報酬単価と介護保険事業

の報酬単価の比較

介護予防事業については，平成１８年度から

新たに設定された事業であるが，従来の介護

保険制度の要支援が，介護予防事業の要支援

１，２へと移行されることが予測されるため

介護予防事業の要支援１，２の報酬単価（利

用者が１回参加のときの通所介護事業所の収

入額）と介護保険事業の要支援の報酬単価の

比較をする。

介護予防事業の通所介護予防サービスの単

価は，月単位（介護保険は１回ごとで設定）

で設定され，共通サービス部分では，要支援

１が２２，２６０円，要支援２が４３，５３０円となった。

また，選択的サービスでは，①運動機能向上

月あたり２，２５０円 ②栄養改善 月あたり１，０００

円 ③口腔機能向上 月あたり１，０００円 ④

アクティビティ 月あたり８１０円と設定された。

しかし，実際に選択的サービスは，報酬金

額のわりに人員の設置基準が厳しく，④のア

クティビティのみが加算されている通所介護

事業所が多い。しかも，平成１７年度４月には

あった入浴加算，送迎加算，食事加算も共通

サービス部分に含まれる単価設定となっている。

これまでの要支援は，６時間から８時間の

時間設定で，単独型で１回５，７２０円であり，

月８回の利用だと，４５，７６０円＋送迎，入浴，

食事加算であり，介護予防の要支援２の４３，５３０

円と比較してもかなりの減収となることが予

測される�。実際にこのような結果になるか

についてもデータから明らかにしていくこと

とする。

� 介護保険事業利用者と介護予防事業利用

者の年度別推移（表２）

Ａ事業所の平成１７年４月から１２月までの介

護保険事業の利用者数は２，３３７人，平成１９年

４月から１２月までは８１１人と激減した。逆に

介護予防事業の利用者は０から１，３５７人となっ

ている。

この事業所では，町の事業として，要介護

認定で自立と判定された住民の希望者をデイ

サービスにて受け入れをしている。その人数

が平成１７年６４４人，平成１９年６７０人（１７年度，１９

年度とも４月から１２月までのデータ）とほと

んど変化がない。このことから，要介護認定

の要支援（経過的要介護）と要介護者の介護

保険制度の利用者が，改正後の要介護認定の

結果介護予防の利用者に移動していることが

わかる。

他の事業所の傾向も同じであり，Ｂでは，

介護保険利用者が４，４６３人から２，８４３人と１，６２０

人減，介護予防利用者が０人から２，３２２人と

なった。Ｃでは，介護保険利用者が５，５０２人

から４，３４６人と１，１５６人減，介護予防利用者が

０人から１，５３１人となった。Ｅは，介護保険

利用者が５，９５８人から３，６７５人と２，２８３人減，

介護予防利用者が０人から１，５５２人となった。

Ｆでは，介護保険利用者が，７，３４９人から４，９０４

人と２，４４５人減，介護予防利用者が０人から

２，２７６人となった。

このように見ていくと市町村の規模に関係

なく，介護保険事業の利用者が減り，介護予

防事業の利用者が増えていることがわかる。

このことは，Ａ事業所だけではなく，Ｂ，Ｃ，
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表２ 介護保険事業利用者と介護予防事業利用者の述べ利用回数の年度別推移

施設名（所在市町村人口）
４月から１２月計

一人当たり単価
利用者数 収入額

Ａ （１万人未満）

介 護 保 険
H１７ ２，３３７ １２，８６６，５１１ ５，５０６
H１９ ８１１ ５，２０３，５１３ ６，４１６

介 護 予 防
H１７
H１９ １，３７５ ７，８２３，０３１ ５，６８９

計
H１７ ２，３３７ １２，８６６，５１１ ５，５０６
H１９ ２，１８６ １３，０２６，５４４ ５，９５９

Ｄ （１万人未満）

介 護 保 険
H１７ １，０５０ １５，５８６，９１１ １４，８４５
H１９ ２，２２０ ２０，２１７，８６４ ９，１０７

介 護 予 防
H１７
H１９ ５５８ ２，７７０，６８０ ４，９６５

計
H１７ １，０５０ １５，５８６，９１１ １４，８４５
H１９ ２，７７８ ２２，９８８，５４４ ８，２７５

Ｃ （１万人～５万人未満）

介 護 保 険
H１７ ５，５０２ ３４，８７４，２２７ ６，３３８
H１９ ４，３４６ ３２，６４０，１３２ ７，５１０

介 護 予 防
H１７
H１９ １，５３１ １０，５３０，５００ ６，８７８

計
H１７ ５，５０２ ３４，８７４，２２７ ６，３３８
H１９ ５，８７７ ４３，１７０，６３２ ７，３４６

Ｅ （１万人～５万人未満）

介 護 保 険
H１７ ５，９５８ ４６，９９３，５７７ ７，８８７
H１９ ３，６７５ ２７，３４３，４７６ ７，４４０

介 護 予 防
H１７
H１９ １，５５２ １２，０２９，０２４ ７，７５１

計
H１７ ５，９５８ ４６，９９３，５７７ ７，８８７
H１９ ５，２２７ ３９，３７２，５００ ７，５３３

Ｆ （５万人以上）

介 護 保 険
H１７ ７，３４９ ４４，２４３，５９６ ６，０２０
H１９ ４，９０４ ２８，２４５，６８０ ５，７６０

介 護 予 防
H１７
H１９ ２，２７６ １３，６７５，２４５ ６，００８

計
H１７ ７，３４９ ４４，２４３，５９６ ６，０２０
H１９ ７，１８０ ４１，９２０，９２５ ５，８３９

Ｂ （５万人以上）

介 護 保 険
H１７ ４，４６３ ３９，１５４，８８８ ８，７７３
H１９ ２，８４３ ２３，５９８，５８０ ８，３０１

介 護 予 防
H１７
H１９ ２，３２２ １８，２３９，２８０ ７，８５５

計
H１７ ４，４６３ ３９，１５４，８８８ ８，７７３
H１９ ５，１６５ ４１，８３７，８６０ ８，１００

Ｆの各事業所においても同様に認められる実

態となっている。

例外はＤ事業所であり，介護保険利用者が

１，０５０人から２，２２０人と１，１７０人増，介護予防

利用者が０人から５５８人となった。

これは，Ｄにおいて，地域包括支援センター

の設置により，介護予防事業の利用者の掘り

起こしを行った結果，今まで利用していなかっ

た介護保険の要介護認定者に対して通所介護

事業に閉じこもりの予防のために参加するよ

うに促した結果として，介護保険事業の利用

者も増えているのである。

� 通所介護事業一人当たり単価の年度別推

移

①介護保険事業の一人当たりの単価の年度別

推移（表２）

Ａ事業所では，平成１７年度介護保険事業の

利用者一人当たりの単価が５，５０６円で，平成１９

年度では６，４１６円に増えている。Ｃ事業所で

は，平成１７年度介護保険事業の利用者一人当
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たりの単価が６，３３８円で，平成１９年度では７，５１０

円に増えている。Ｅ事業所では，平成１７年度

介護保険事業の利用者が７，８８７円で，平成１９

年度では７，５３３円に減っている。Ｆ事業所で

は，平成１７年度介護保険事業の利用者一人当

たりの単価が６，０２０円で，平成１９年度では５，７６０

円に減っている。Ｂ事業所では，平成１７年度

介護保険事業の利用者一人当たりの単価が

８，７７３円で，平成１９年度では８，３０１円に減って

いる。Ｄ事業所では，平成１７年度介護保険事

業の利用者一人当たりの単価が１４，８４５円で，

平成１９年度では９，１０７円に減っている。

このように，一人当たりの単価が減ったと

ころは，６箇所中４箇所であり，増えたとこ

ろは，６箇所中２箇所となっている。ただし，

Ｃ事業所が，一人当たりの時間単価が上がっ

ているのは，４時間以上６時間未満の時間設

定を６時間以上８時間未満の時間設定に変更

したことによる。つまり，実質的に単価が上

がったのは６箇所のうち，Ａ事業所の１箇所

のみであった。

単価の下がった理由であるが，平成１７年の

介護報酬単価は，単独型で４時間から６時間

の設定の場合，平成１７年度は要支援４，０８０円

／日，要介護１・２ ５，０６０円／日，要介護

３～５ ７，１８０円／日でその他の加算額が送

迎９４０円，入浴４４０円（特別入浴６５０円），食事

３９０円であった。平成１９年度は，要介護１

５，０８０円／日，要介護２ ５，８８０円／日，要介

護３ ６，６８０円，要介護４ ７，４８０円／日，要

介護５ ８，２８０円でその他の加算が，個別機

能加算２７０円，栄養マネジメント１，０００円，口

腔機能加算 １，０００円となっている。

平成１７年度１０月までは，利用者が通所介護

を１回利用すれば，加算額の対象となってい

るのは，上記に示しているとおり，送迎，入

浴，食事であるために，よほどの事情がない

限りは，基本単価に送迎，入浴，食事の加算

額が１，７７０円プラスされる仕組みになってい

た。しかし，平成１８年度からの介護報酬体系

は，入浴や送迎，食事などは，当然通所介護

サービスを実施するうえで必要な事業との認

識から基本単価に包括された報酬となり，一

方加算額は，個別機能加算，栄養マネジメン

ト加算，口腔機能加算とそれぞれが事業になっ

ていて，加算額を請求する場合には人員を整

備しなければならず，今回の６箇所の事業所

すべてが，個別機能加算のみを実施している

に過ぎない。この加算額の差により，一人当

たりの単価は，年度比較で減少している。

②要介護度別人数の推移

さらに，人口１万人以下の２地区を除いて

は，要介護度４，５のいわゆる１回の利用に対

する報酬単価が高い利用者の数が落ちている

（表３）。このことは，経営に大きく影響す

る要因である。このことが，上記のように一

人当たりの報酬単価に大きく影響している。

③介護予防事業の一人当たり単価の仕組み

（表２）

介護予防事業の一人あたりの単価について

は，各事業所の取り組みに帰するところが大

きい。Ａ町では，地域包括支援センターと連

携をとり，１ケ月に支払う利用料が決まって

いるので，休んでも利用料が減らないことを

前面に出して，損をする意識を植え付けるこ

とに成功した結果，キャンセルを減らすこと

に成功した事例もある。このため，単価

は，５，６８９円と６箇所中，２番目に少なくなっ
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表３ 要介護度別の年度別人数の推移

施設名（所在市町
村人口）

４月から１２月合計

支 １ ２ ３ ４ ５ 計

Ａ
（１万人未満）

H１７ ６２０ １，２０１ ３５０ １６６ ０ ０ ２，３３７

H１８ ２６０ ６４１ ２３７ １９８ ０ ０ １，３３６

H１９ ０ ４５１ ２０３ ５２ １０５ ０ ８１１

Ｄ
（１万人未満）

H１７ ２２０ ４８３ ２６７ ３６ ４４ ０ １，０５０

H１８ １３５ ７２０ ５２１ １１１ ３９ ３９ １，５６５

H１９ ０ ８５４ ６５２ ５２１ ７０ １２３ ２，２２０

Ｃ
（１万人～５万人

未満）

H１７ １，３６０ ２，７７３ ７０３ ３６１ ２２８ ７７ ５，５０２

H１８ ７０４ ２，４７３ １，２７６ ７１ １９５ ３３ ４，７５２

H１９ ０ ２，１２５ １，７０５ ４８７ ２９ ０ ４，３４６

Ｅ
（１万人～５万人

未満）

H１７ １，８４０ ２，４６４ ９１４ ３８２ １９９ １５９ ５，９５８

H１８ １，１７５ ２，１５０ １，２４８ ５１０ ２３１ ３９ ５，３５３

H１９ ０ １，７４９ １，０５９ ７６５ ３６ ６６ ３，６７５

Ｆ
（５万人以上）

H１７ ７６７ ４，４５７ １，２５２ ５７６ ２３０ ６７ ７，３４９

H１８ ３３０ ４，２２７ １，０１１ ６４６ ２０４ ６９ ６，４８７

H１９ ０ ２，７９０ １，４３２ ４１７ ２０１ ６４ ４，９０４

Ｂ
（５万人以上）

H１７ １，０３７ ２，０３９ ６９０ ３６５ ２０９ １２３ ４，４６３

H１８ ７８８ １，８４８ ８８３ ５６９ １８８ １１１ ４，３８７

H１９ ０ １，２５４ ９７８ ３９４ １５０ ６７ ２，８４３

合 計

H１７ ５，８４４ １３，４１７ ４，１７６ １，８８６ ９１０ ４２６ ２６，６５９

H１８ ３，３９２ １２，０５９ ５，１７６ ２，１０５ ８５７ ２９１ ２３，８８０

H１９ ０ ９，２２３ ６，０２９ ２，６３６ ５９１ ３２０ １８，７９９

ている。逆に，何もせずに，利用者の意思に

任せた場合には，キャンセルが増え，その場

合でも，１ケ月単位の支払いのため，収入は

変わらないことから，一人当たりの単価が高

くなるということがある。しかし，その場合

でも，当日キャンセルの場合に非常勤職員に

対して，今日は出勤しなくていいということ

は言えないため，人数が減っても支出は減ら

ないこととなる。

� 通所介護事業の支出

次に支出を見る。通所介護の事業支出は，

車両代，光熱水費（車両ガソリン代，風呂の

水道代，燃料代が特に大きい），これらは，

通所介護事業を行う上で必ず必要な経費であ

り，削減が難しい項目である。人件費を除く

事業支出の平成１７年度と１８年度を比較すると

２０％以上の増減をしているところが，Ｄ事業

所の１２３％であり，これは，利用者人数自体

が１．５倍増加しているためである。Ｂ事業所

の大幅な削減は，二つのお風呂（男女とも午

前浴）をひとつにしてしまう（女性午前浴，

男性午後浴）という強力な削減努力によるも

のである。このようなことでもしない限り，

大幅な削減が見込めない項目でもある。
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表４ 事業費の年度別支出（人件費除く） （単位 円）

施設名（所在市町村人口） H１７ H１８ 差額 ％
Ａ （１万人未満） ５，０７６，１９８ ５，１８８，４５６ １１２，２５８ １０２
Ｄ （１万人未満） １，０２３，１２５ １，２５３，８２８ ２３０，７０３ １２３
Ｃ （１万人～５万人未満） １６，５２２，７１２ １５，２４３，２６０ �１，２７９，４５２ ９２
Ｅ （１万人～５万人未満） １２，９２９，５４５ １２，８２８，３４２ �１０１，２０３ ９９
Ｆ （５万人以上） １１，７９４，０６９ １３，１８３，３０１ １，３８９，２３２ １１２
Ｂ （５万人以上） １９，７１３，３４８ １７，４０２，２００ �２，３１１，１４８ ８８

表５ 人員配置の年度別推移

施設名（所在市町村人口）
介 助 員

計職 員 嘱託
臨時

非常勤
専従 兼務

Ａ
（１万人未満）

H１７ ２ ４ ６
H１８ １ ５ ６
H１９ ２ ６ ８

Ｄ
（１万人未満）

H１７ １ １
H１８ １ １
H１９ １ ２ ３

Ｃ
（１万人～５万人未満）

H１７ ３ ２ １１ １６
H１８ ３ ２ ８ １３
H１９ ２ １ ８ １１

Ｅ
（１万人～５万人未満）

H１７ ０
H１８ ０
H１９ ０

Ｆ
（５万人以上）

H１７ ５ ３ ８
H１８ ４ ７ １１
H１９ １ ８ ９

Ｂ
（５万人以上）

H１７ ３ ６ ９
H１８ ２ ６ ８
H１９ ３ ６ ９

� 人件費の削減状況

そこで，経費の削減をするのにもっとも有

効な手段が人件費の削減である。それは，正

職員を臨時，非常勤にシフトしていく方法で

ある。表５は介助員の年度比較である（Ｅ事

業所はデータなし）。Ｄ事業所はこれほど利

用人数が増えているにも関わらず，それを非

常勤職員で対応している。Ｃ事業所は，正職

員を一人減らし，臨時嘱託職員も一人減らし，

その上，非常勤職員も減らしている。これは

経費削減に他ならない。そして，この町は，

先ほども述べたように，４時間以上６時間未

満の時間設定を６時間以上８時間未満の時間

設定に変更していて，それも勤務時間を変更

せずに実施しているのに，このような人員削

減を実施し経営努力をしているのである。Ｆ

事業所にいたっては，５人いた正職員を１人

に減らし，嘱託職員を３人から８人へと増や

して対応している。介助員については，何も

変わらないＢ事業所においても二人いた正職

員の生活相談員を一人嘱託職員にしているの

である（表５では，相談員は未掲載）。この

ように見ていくと，正職員を非常勤化してい

くことは経営上不可欠な要素となっているの

がわかる。
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� その他の課題

①ハードの問題

大きく介護保険事業の利用人数が大きく減っ

ているＥ事業所の場合は，通所介護用に作ら

れた施設ではなく，空いている部屋を改造し

てデイルームにしているため，玄関からデイ

ルームまでの距離が長いこと（約１５メートル），

デイルームからトイレまでの距離も１３メート

ルあり，かつデイルーム内にベット数が３つ

しかないことなどから，重度の利用者を受け

入れるにはハードの面で限界があると感じた。

選ばれる通所介護となるためには，ソフトの

面はもちろんであるが，ハードの面も重度が

増えると大事になると感じている。

②調査地区以外の情報

Ｇ町におけるＧ法人では，平成１８年度の通

所介護事業（２箇所）の赤字額合計が，

３５，９７７，０００円となった（収入から支出の差額）。

しかも，平成１６年度に５，８１８人から平成１８年

度７，７９５人に人数が増えているにも関わらず，

赤字額が解消しないのである。そこで，介護

保険事業だけの運営では，経営の限界が見え

たことから，介護予防通所介護事業，生活介

護事業�（基準該当），地域生活支援事業，

施設地域開放事業�，児童デイサービス事業�

と多角的な運営を町行政の委託を受け，地域

ニーズとマッチングする形で実施する方策を

２１年度からの実施で検討している。

このように，いかに地域ニーズや行政ニー

ズに対応した柔軟な運営体制がこれからの通

所介護事業に求められると思われる。

③送迎時間と走行距離の課題

過疎地域であるＡ事業所のデータであるが，

過疎地域の課題として，送迎距離及び走行時

間がある（これは，安全運転義務の観点から，

必ず記録しているので，データとしてはすぐ

にとれるデータである）。この事業所のバス

の走行距離と時間のデータの中で，平成１８年

度の曜日ごとの走行距離と送迎時間について

みることとする。月曜日５０㎞で９０分，火曜日

４０㎞で８０分，水曜日７５㎞で１４０分，木曜日９０

㎞で１５０分，金曜日４０㎞で８０分となり，年平

均５９．０㎞，一日送迎時間の平均が１０８分（１

時間４８分）となっている。これは，この１台

で１５．２人（年平均）全員を送迎しているわけ

ではなく，この他に小型ライトバン１台，ワ

ゴン車１台があるにも関わらず，この距離で

ある。これは，都市部でも過疎地域をもって

いる通所介護事業所共通の悩みであり，ある

事業所では，遠距離の地区に行く曜日を水曜

日と日曜日に限定して送迎をする事例がある

くらいである。

４．分析結果のまとめ

調査結果から，通所介護事業における６箇

所利用者人数の合計は，平成１７年４月から１２

月の合計が２６，６５９人，平成１９年４月から１２月

の合計が２８，４１３人とほぼ変わらず，介護報酬・

介護予防収入は，それぞれ，平成１７年４月か

ら１２月の合計が１９３，７１９，７１０円（一人当たり

単価７，２６７円），平成１９年４月から１２月の合計

が２０２，３１７，００５円（一人当たり単価７，１２１円）

であった。このことから，介護保険制度にお

ける通所介護と介護予防事業における通所介

護においては，要支援，要介護１（一部）が

そのまま要支援１，２へ移行している。介護

保険事業の単価自体は若干上昇しているが，

介護予防を含めると若干減少していることが
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表６ 介護保険事業利用者と介護予防事業利用者の年度別推移

利用者数 収 入 額 一人当たり単価

合 計

介護保険
H１７ ２６，６５９ １９３，７１９，７１０ ７，２６７

H１９ １８，７９９ １３７，２４９，２４５ ７，３０１

介護予防
H１７ ０ ０ ０

H１９ ９，６１４ ６５，０６７，７６０ ６，７６８

計
H１７ ２６，６５９ １９３，７１９，７１０ ７，２６７

H１９ ２８，４１３ ２０２，３１７，００５ ７，１２１

わかる。これは，６箇所のうち，人口３，０００

人未満の１箇所を除く（Ａ事業所），５箇所

それぞれを分析しても同じ結果が得られてい

るのである。今回の介護保険制度の改正（介

護予防事業の創設）は，総体の数値だけを見

ると通所介護事業所の収支にはほとんど影響

がなかったことがわかった。

また，人口規模別でも，通所介護に関して

は，ほとんど差がなく，人口規模による経営

の違いは調査データからは，読み取ることが

できなかった。

しかし，その一方で，面接調査の中では，

通所介護時間の設定を４～６時間から６～８

時間に変更を行ったり（収入増を図るため），

正職員の数を（上記Ａ事業所を除いて）減ら

している現状があり（今後の介護報酬の減額

に対応するため），利用者側から見るとサー

ビスの質の低下につながることが行われてい

る。また，人口１０，０００人以下の２箇所は赤字

補填のため，法人会計から通所介護事業の収

入欠損に対して繰入金をしている現状があっ

た。

５．残された課題

今回は，通所介護事業所６箇所と調査対象

が少ないこと。また，（６）③の送迎時間と走

行距離のような北海道独自の調査内容を実施

していないこと等が課題としてあげられる。

ただし，収入と支出の関係，人件費の削減

の課題等の問題点も新たに浮き彫りになって

きている。今後は，このデータ結果を踏まえ，

北海道独自の調査項目も加え，全道規模の調

査を実施し課題をさらに浮き彫りにする必要

があると考える。
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� 生活介護事業（基準該当）は，障害者自

立支援法に基づく提供。対象は障害者。本

事業所では，１０：００～１４：００を設定

� 施設地域開放事業は，対象を小学生とし，

児童館が地域にないので，その代わりに実

施。時間は児童デイサービス事業と同様

� 児童デイサービス事業は，障害者自立支

援法に基づく提供。対象は障害児。本事業

所では，１５：３０～１８：００で設定
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Effects of Care Insurance Service Reform on Management of Day Care Services

Masato, OSHI

ABSTRACT

Changes in the management of day care services after the care insurance reform was

investigated by analyzing revenues and expenses of day care services. Six day care of-

fices were chosen from day care service in cities, towns, and villages that decreased care

services after April， ２００６． according to the population of cities, towns, and villages,

An interview survey was conducted with accounting personnel in charge of the day

service offices. The number of users, reward for care, and service for decreasing care in-

come from April to December of ２００５， ２００６ and ２００７ were investigated. Results of

the survey indicated that Stage １ support and care shifted to Stage １ and ２ sup-

port as a result of the care insurance reform. As a result, the unit price of caring for a

person decreased. However, the revenues and expenses of day care service offices did

not decreased in income by the spending cut of the office such as changes of the setting

of day service time and decreasing the number of fulltime staff. It is concluded that the

decrease in fulltime staff will have a negative influence on the insurance system in the

future. It is necessary to further verify these results by future investigations in the Hok-

kaido area, because the results of this study may have limited validity due to the small

sample size.

Key words：Day service, Care insurance reform, Service for decreasing care, Reward for

care, Management
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